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   第 ３ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

平成26年６月25日（水曜日） 

                        午前10時０分開議 

                        午前11時38分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 平成26年度熊本県一般会計補

正予算（第３号） 

  議案第16号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第17号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第18号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第19号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第20号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第21号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

報告第１号 平成25年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてのう

ち 

報告第２号 平成25年度熊本県港湾整備事

業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告

について 

 報告第３号 平成25年度熊本県流域下水道

事業特別会計繰越明許費繰越計算書の

報告について 

報告第４号 平成25年度熊本県一般会計事

故繰越し繰越計算書の報告についてのう

ち 

 報告第５号 平成25年度熊本県流域下水道

事業特別会計事故繰越し繰越計算書の

報告について 

報告第11号 専決処分の報告について 

報告第12号 専決処分の報告について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①熊本広域大水害関係予算の執行につ

いて（概要） 

②建設産業における｢人材確保・育成｣

の在り方検討会について(概要) 

③建設業法等の一部を改正する法律に

ついて 

④熊本県道路メンテナンス会議の設置

について 

⑤「水俣湾環境対策基本方針」に基づ

く水俣湾の環境調査結果及び水俣湾埋

立地の点検・調査結果（平成25年度） 

――――――――――――――― 

出席委員等（７人） 

        委 員 長 東   充 美 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 森   浩 二 

        委  員 磯 田   毅 

        議  長 前 川   收 

欠席委員（１人） 

        委  員 山 本 秀 久 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

        部  長 猿 渡 慶 一 

      総括審議員兼 

      河川港湾局長  渡 邊   茂 

            政策審議監 金 子 徳 政 

      道路都市局長  手 島 健 司 

      建築住宅局長 平 井   章 

        監理課長 成 富     守 
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            用地対策課長 久 保  隆 生 

    土木技術管理課長 古 澤 章 吾 

      道路整備課長 宮 部 静 夫 

      道路保全課長 高 永 文 法 

      都市計画課長 松 永 信 弘 

      下水環境課長 宮 本 秀 一 

        河川課長 持 田     浩 

        政策監兼  

      河川開発室長 村 上 義 幸 

        港湾課長 平 山 高 志 

        砂防課長 緒 方 進 一 

        建築課長 田 邉   肇 

        営繕課長 深 水 俊 博 

        住宅課長 清 水 照 親 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 井   隆 彦 

     政務調査課主幹  松 野   勇 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○東充美委員長 それでは定刻でございます

ので、ただいまから第３回建設常任委員会を

開会いたします。 

 まず、本日の委員会に２名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

します。 

 それでは、本委員会に付託されました議案

等を議題とし、これについて審査を行いま

す。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために着座のまま簡潔にお願いをいたしま

す。 

 それでは、猿渡土木部長に総括の説明をお

願いいたします。 

 

○猿渡土木部長 今回の定例県議会に提出し

ております議案の説明に先立ち、最近におけ

る土木部行政の動向について御報告申し上げ

ます。 

 今月２日、九州全域が梅雤に入りました。

熊本広域大水害からの教訓をもとに、県民の

方々が安全に安心して生活できるよう、防災

対策に万全を期してまいります。さらに、復

旧・復興についても、引き続き全力で取り組

んでまいります。 

 まず、河川については白川、黒川などで、

できるところから順次掘削に着手しており、

まだ工事に着手していない箇所については改

めて安全点検を行い、現場の状況に応じて土

のう積みなどの仮復旧を行っております。 

 また、白川改修事業に伴う熊本市工区につ

いては、６月13日現在で取得が必要な土地67

4筆中523筆分の契約をいただいており、契約

率77.6％となっております。今後とも残りの

土地の取得を進め、掘削などの河川改修に着

手してまいります。 

 次に、阿蘇・菊池の土砂災害箇所で実施し

ている災害関連緊急砂防事業については、５

月末までに全ての砂防堰堤、阿蘇16基、菊池

２期が完成しました。 

 また、阿蘇地域においては、引き続き砂防

激甚災害対策特別緊急事業を実施しており、

平成27年度完了を目指して取り組んでまいり

ます。これら事業中の箇所につきましては、

梅雤入りまでに現地点検を行い、緊急対策が

必要な箇所は確認されませんでしたが、地元

広報誌で土砂災害への備えと異常気象時の早

めの避難を呼びかけるなど万全を期してまい

ります。 

 それでは、今定例県議会に提案しておりま

す土木部関係の議案の概要について御説明い

たします。 

 今定例県議会に提案しております議案は、

補正予算関係議案１件、条例等関係議案６

件、報告関係７件でございます。 

 初めに、補正予算について御説明します。 

 今回の補正予算は、天草エアラインの航空

機更新に伴う天草空港滑走路の舗装強化事業
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に要する経費４億円の増額補正をお願いして

おります。 

 これにより、土木部の一般会計及び特別会

計を合わせました６月補正後の予算額は、94

6億5,650万4,000円となっております。 

 次に、条例等関係議案につきましては、道

路管理瑕疵関係の専決処分の報告及び承認に

ついて６件の御審議をお願いしております。 

 報告案件につきましては、平成25年度熊本

県一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いてほか６件について御報告させていただき

ます。 

 その他報告事項につきましては、熊本広域

大水害関係予算の執行について(概要)ほか４

件について御報告させていただきます。 

 以上、議案の概要等を総括的に御説明申し

上げましたが、詳細につきましては担当課長

から説明いたしますので、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 今後とも、各事業の推進に積極的に取り組

んでまいりますので、委員各位の御支援と御

協力をよろしくお願いいたします。 

 

○東充美委員長 次に、付託議案等について

関係課長から順次説明をお願いいたします。

なお、説明に関しましては、着座のままお願

いいたします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 本日は、説明資料としまして建設常任委員

会説明資料を準備しております。また、その

他報告事項としまして５件の報告資料を準備

しております。 

 それでは、お手元の建設常任委員会説明資

料をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。平成26年度

補正予算資料です。 

 今回の補正予算は、天草エアラインの航空

機更新に伴う天草空港滑走路の舗装強化事業

に要する経費を計上しております。 

 上の表２段目の今回補正額ですが、一般会

計の普通建設事業については県単事業で４億

円を計上しております。一般会計としまして

４億円の増額となっており、６月補正後の一

般会計の合計予算額は、３段目にあります88

3億3,785万4,000円になります。 

 また、上の表右側の特別会計については、

補正予算の計上はありません。 

 その右側、合計欄の３段目ですが、一般会

計、特別会計を合わせた今回補正後の予算額

は946億5,650万4,000円になります。 

 また、各課別の内訳表につきましては、そ

の下の表のとおりとなっております。 

 次に、２ページをお願いします。平成26年

度６月補正予算総括表でございます。 

 一般会計及び特別会計ごとに各課ごとの補

正額とともに、右側に補正額の財源内訳を記

載しております。 

 表の最下段の、土木部合計の欄をごらんく

ださい。財源内訳としまして、地方債が３億

円、一般財源が１億円の増額でございます。 

 以上が、土木部全体の予算額の状況でござ

います。 

 監理課からは以上です。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 説明資料の３ページをお願いいたします。 

 一般会計の補正予算について御説明いたし

ます。 

 空港管理費で、天草空港機能向上事業の経

費４億円を計上しております。これは、天草

エアラインが運行する航空機の更新にあわせ

て、現在の滑走路の舗装強化を行うもので

す。 

 新機種の機材重量が現有機より重くなるこ

とから、必要舗装圧を確保するための舗装強

化を行い、安全、安定な離着陸が可能となる

ようにいたします。 

 なお、工事については年度内の工事完了を

目指しております。 
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 また、御審議いただきます補正予算関連と

しまして、昨日、総務常任委員会において交

通政策課が御報告しました天草エアラインの

機材更新等に関する報告の資料をお配りして

おりますので、関連する事項等について御説

明申し上げます。 

 １、２において天草エアラインの機材更新

等の状況報告、３においてスケジュール、裏

面には参考としまして、今後15年の費用負担

について試算結果を記載しております。試算

結果の更新機材購入費21億円については、地

元自治体が負担することとなっております。 

 また、機材整備費38億円については、地元

と県で１対１の負担、管理運営等に係る人件

費など維持管理費39億円及び本会議で上程し

ております滑走路強化のほか、空港施設の機

器・設備の更新と空港整備15億円について

は、空港管理者であります県で負担すること

としております。 

 港湾課は、以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 道路の管理瑕疵に関する専決処分の報告及

び承認については、説明資料５ページの第16

号議案から16ページの第21号議案までの６件

でございます。 

 まず、資料の５ページの第16号議案でござ

いますが、詳細は右ページの概要にて説明し

ます。 

 本件は、平成25年10月13日午後６時30分ご

ろ、八代市坂本町西部の一般国道219号で、

運転者が普通乗用自動車で走行中、進行方向

左側のり面上部の雑木林から落ちていた路上

の石を避けきれずに衝突し、フロントバンパ

ー等を破損したものであります。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道

路状況に応じた適切な運転をしていれば衝突

を回避できた可能性があることを考慮して、

自動車の修理費の３割に当たる６万6,993円

を賠償しております。 

 次に、資料の７ページの第17号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成25年11月25日午前５時30分ご

ろ、山鹿市鹿央町仁王堂の主要地方道大牟田

植木線で、運転者が普通乗用自動車で走行

中、進行方向右側の雑木林から倒れてきた樹

木が直撃しボンネット等を破損したものであ

ります。 

 賠償の考え方につきましては、走行中に兆

候もなく樹木が直撃したものであり、事前に

これを予見し回避することは困難であること

を考慮して、自動車の修理費の全額に当たる

21万3,345円を賠償しております。 

 次に、資料の９ページの第18号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成25年12月24日午後５時ごろ、

阿蘇市波野大字波野の一般県道小池野永谷線

で、運転者が軽四輪貨物自動車で走行中、車

道に設置された横断側溝の鋼製ぶたがはね上

がり車底部を破損したものであります。 

 賠償の考え方につきましては、運転中に突

然ふたがはね上がったものであり、事前にこ

れを予見し回避することは困難であることを

考慮して、自動車の修理費の全額に当たる８

万1,774円を賠償しております。 

 次に、資料の11ページの第19号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成26年１月14日午後２時30分ご

ろ、合志市野々島の主要地方道熊本菊鹿線で

運転手が普通乗用自動車で走行中、車道上に

設置されていた縦断側溝上を通過したとこ

ろ、側溝の鋼製ぶたがはね上がり車底部を破

損したものであります。 

 賠償の考え方につきましては、運転中に突

然ふたがはね上がったものであり、事前にこ

れを予見し回避することは困難であることを

考慮して、自動車の修理費の全額に当たる31

万円を賠償しております。 
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 次に、資料の13ページの第20号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成26年１月26日午後６時30分ご

ろ、球磨郡球磨村神瀬の一般国道219号で、

運転者が普通乗用自動車で進行中、進行方向

右側ののり面上部の雑木林から落ちていた路

上の石を避けきれずに衝突し、車底部を破損

したものであります。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道

路状況に応じた適切な運転をしていれば衝突

を回避できた可能性があることを考慮して、

自動車の修理費の３割に当たる１万1,894円

を賠償しております。 

 最後に資料の15ページ、第21号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成26年２月12日午後２時30分ご

ろ、八代市泉町柿迫の主要地方道小川泉線

で、運転者が普通乗用自動車で走行中、積雪

の中に埋まっていた石片に乗り上げ、左後輪

がパンクしたものであります。 

 賠償の考え方につきましては、石片は積雪

の中に埋まった状態であり、運転者が事前に

石片の存在を予見し乗り上げを回避すること

は困難であることを考慮して、自動車の修理

費の全額に当たる１万3,824円を賠償してお

ります。 

 道路保全課関係の提出議案は以上でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 17ページをお願いいたします。平成25年度

の繰越計算書の総括表でございます。 

 上から順に、第１に繰越明許費、第２に事

故繰越を記載しております。 

 まず繰越明許費でございますが、一般会計

１件と特別会計２件、合わせまして計３件の

報告となります。 

 まず(1)の一般会計の翌年度繰越額は、９

課合計で380億9,561万3,934円でございま

す。 

 次に、(2)の港湾整備事業特別会計の翌年

度繰越額は、八代港のガントリークレーン設

計委託費等で1,503万7,340円でございます。 

 次に、(3)の流域下水道事業特別会計の翌

年度繰越額は、熊本北部流域下水道水処理施

設工事費等で、３億2,432万6,110円でござい

ます。 

 ３つの会計を合わせました翌年度繰越額

は、384億3,497万7,384円でございます。 

 そのほか個別の説明につきましては省略さ

せていただきますが、明許繰越の繰越理由別

では、ここには記載しておりませんが、まず

関係機関との協議に不測の日数を要したなど

の計画に関する諸条件を原因とするものが23

8億3,490万円で全体の62％、設計変更、契約

変更等に不測の日数を要したなどの設計に関

する諸条件を原因とするのが82億9,307万円

で21.6％、用地買収の交渉に発生する問題に

不測の日数を要したなどの用地関係を原因と

するのが48億5,541万円で12.6％、工事施工

上障害となる物件に係る補償交渉に不測の日

数を要したなどの補償処理困難を原因とする

のが14億5,157万円で、3.8％となっておりま

す。 

 明許繰越の各課別の詳細につきましては、

19ページから38ページにかけて記載しており

ます。 

 次に、18ページをお願いいたします。 

 事故繰越でございますが、一般会計１件と

特別会計１件、合わせまして２件の報告とな

ります。 

 まず、(1)の一般会計の事故繰越額は、ほ

か合計で72億2,175万9,874円でございます。 

 次に(2)の流域下水道事業特別会計の事故

繰越額は1,800万円でございます。 

 事故繰越の主な理由としましては、全国的

な資機材不足、建設関係労務者の不足や入札

の不調・不落などによるものでございます。 

 なお、流域下水道事業特別会計分は、熊本

北部流域下水道の汚泥貯留槽耐震対策工事で
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掘削を行ったところ、軟弱地盤層が確認され

たことによるものです。 

 事故繰越の各課別の詳細につきましては、

39ページから44ページにかけて記載しており

ます。これらの繰越事業につきましては、早

期完了のため全力を挙げて取り組んでいると

ころでございますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

 

○清水住宅課長 住宅課でございます。 

 ２件の専決処分の報告をさせていただきま

す。 

 資料の45ページをお願いいたします。 

 報告第11号の専決処分の報告は、県営住宅

の家賃滞納者に対します県営住宅の明け渡し

請求及び滞納家賃等の支払い請求の訴えの提

起を行うものでございます。 

 45ページから47ページまでが内容でござい

ますが、47ページの概要で御説明させていた

だきますので、そちらのほうをごらんくださ

い。 

 専決日は平成26年３月27日でございます。

今回の明け渡し請求等に係る訴えの提起は、

６カ月以上または10万円以上の家賃の滞納者

で、自主的な滞納解消は見込めないもの７件

につきまして、４月24日に熊本地方裁判所に

提訴を行ったものでございます。 

 この７件につきましては、これまで何回と

なく納入指導を行ってまいりましたが、呼び

出しにも応じない、また納入の誓約はするも

ののそれを守らないといった滞納者でござい

ます。 

 滞納総額は157万円、滞納総月数は71カ月

となっております。 

 これまでの訴訟の実施状況は、今回で46回

目の提訴となり、今回を含め1,029件となっ

ております。 

 続きまして、49ページをお願いいたしま

す。 

 報告第12号の専決処分の報告は、県営住宅

の滞納家賃等の支払いにつきまして、訴え提

起前の和解を行うものでございます。 

 49ページと50ページが内容でございます

が、50ページの概要で御説明させていただき

ます。 

 専決日は、平成26年３月27日でございま

す。この和解は、自主的な滞納解消が見込め

るもの１件につきまして、４月24日に熊本簡

易裁判所に訴え提起前の和解の申し立てを行

ったものでございます。 

 滞納総額は15万7,800円、滞納総月数は５

カ月となっております。 

 この１件につきましては、先ほどの提訴の

対象者と異なりまして、滞納解消のための家

賃納付を誓約する意思を示しているため、簡

易裁判所の関与のもとで今後の支払い方法等

について和解を行うものでありまして、判決

と同様の効果があり、より迅速で効率的に強

制力を伴う手段を確保していくものでござい

ます。 

 これまでの訴え提起前の和解の実施状況は

今回で19回目の和解となり、今回を含め185 

件となっております。 

 住宅課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○東充美委員長 以上で執行部の説明が終わ

りましたので、これから質疑を受けたいと思

います。ただいまの説明について質疑はあり

ませんか。 

 

○大西一史委員 はい、済みません、港湾課

のほうにお尋ねをいたします。 

 天草空港の滑走路のこの舗装の補正の予算

が出てまして補正が出ておりますが、この滑

走路の舗装というのは、何かえらいいろいろ

と調べると難しいみたいで、その４層構造ぐ

らいあって、かなりその機材によってはやっ

ぱり随分違う、空港のレベルによっても多分
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違うと思うんですが、これまで運用してきた

中で、機材が今までのダッシュ８ということ

での今の現状の舗装だったということで、そ

れが対応できないから今度は変えるというよ

うなことだろうと思うんですが、この機材が

変わるごとに舗装を一々変えよってもどうに

もならぬと私は思うんですが、これ４億かけ

てやってどのくらいの航空機に、これ離発着

回数とかその重さとかそれからいろいろある

みたいですけれども、耐えられるようなもの

なのか。つまり、このＡＴＲ42－600という

その飛行機だけでなく、ほかのものも対応で

きるということなのかどうなのかということ

ですね。その辺を尐し教えていただきたいと

思います。それが１点。 

 それと２点目として、今までのメンテナン

スコストというのは大体年間で幾らぐらいだ

ったのかということですね、滑走路の。とい

うのは、恐らく経年によってクラックである

とか劣化であるとかというのが、アスファル

トの劣化であるとかそういったものが多分あ

ったというふうに思うんですが、これが大体

年間どのくらいあったのかということ。年間

なのか５年ぐらいスパンなのかちょっとわか

りませんが、どのくらいのその維持管理に関

するコストがどのくらいかかっているのかと

いうのを、ちょっと教えていただきたいとい

うこと。 

 それともう１点は、この滑走路の厚さとか

強度というものに関しては、多分基準がある

と思うんですが、何の基準なのかというのを

教えていただきたい。これは空港法による基

準なのか何なのか、それをちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

 

○平山港湾課長 まず１点の、今回の新機材

の決定の経緯について尐し御説明いたしま

す。 

 今回、新機材の決定におきましては、天草

空港の現在の滑走路の延長が1,000メーター

でございます。その1,000メーターの滑走路

に乗り入れが可能な機材というのを、まず検

討されております。さらには、今回の事業規

模に適した機材なのかどうか、さらには今回

新しい機種は現在のダッシュ８に比べますと

定員増、座席数が増加しております。旅行商

品への組み込みが容易になり増収が期待でき

るということで、今回ＡＴＲ42－600という

機種になったところでございます。 

 今回この新しい機種におきましては、従来

のダッシュ８機材の重量は14.9トンから新た

に18.6トン、3.7トンの機材重量増にはなり

ます。設計上においては、重量のほか離着時

に車輪から滑走路にかかる加重というのが問

題になります。従来のダッシュ８につきまし

ては79.4キロニュートン、今回新しい機材に

つきましては85.4キロニュートンの加重がか

かります。この加重をもとに、国で定めまし

た滑走路の設計マニュアルがございます。そ

れに基づきまして今回、舗装厚の検討をいた

しました結果、現在の舗装厚は62センチでご

ざいます。それを今回検討しました結果67セ

ンチ、増の５センチになるところでございま

す。 

 今回想定します加重が、先ほど御説明しま

した85.4トンでございます。それ以下の加重

であれば、今回の舗装強化におきまして利用

可能でございます。 

 ちなみに、天草空港におきましては、防災

拠点としての位置づけがございます。重篤患

者等、あるいは輸送物資、人員の移送等が想

定されております。防災拠点としての整備も

行っているところでございます。自衛隊のチ

ヌーク、大型旋回機がございます。それにつ

きましては、先ほど御説明しました85.4キロ

ニュートン以下でございます。利用は可能な

状況でございます。現段階においては、想定

される機種を想定して、空港管理者としては

必要な舗装整備を行ったところでございま

す。 
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 ２点目でございます。年間のメンテ費用等

についての御質問でございますが、天草空港

における年間維持管理につきましては、まず

管理運営、修繕、補修等の業務でございま

す。その経費としましては、毎年約2.6億円

程度が必要となっております。具体的には管

制無線設備、気象観測、空港灯火、空港消防

等専門知識、資格等を有する機関へ委託して

おります。費用が約1.7億円、人件費として

約2,000万円、その他修繕費として約2,000万

円、合計の2.6億円でございます。 

 ３点目でございます。先ほど御説明しまし

たとおり滑走路の厚さにつきましては、国が

制定しました空港滑走路舗装等に係るマニュ

アル等に準拠して、今回舗装厚の検討、必要

予算額を計上しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○大西一史委員 今の説明ちょっとよく…

…。何が聞きたかったかといったら、今回そ

の舗装厚の厚さを変えるわけですよね。そう

したら新しい機材に変える。チヌークぐらい

までは耐えられる。だけど、それ以外の機材

というのにはわからないわけですよね。つま

り、その85.4キロニュートンの着陸も含めた

その圧がかかるものより以下であれば、どん

な機材でも大丈夫よという理解だけど、それ

がどのぐらいの機種があるのかとか、そうい

うことは全然港湾課では把握されてないとい

う認識でいいですかね。 

 

○平山港湾課長 現在、その把握は港湾課と

してはしておりません。 

 

○大西一史委員 やっぱりこういうものをや

るときは、そういうほかの現有の飛んでいる

機材で飛ぶ可能性がある、要は、例えばそう

いう防災上でいろんな、ヘリコプターであれ

ばそこまではかからないと思うんですが、か

なり重いものが飛んで来るという場合のこと

ですね。物資を運ぶとか、そういったことを

考えると、やっぱりある程度のことを想定し

て、その中でここら辺ぐらいまでが一番妥当

だろうということを考えるというのが私は必

要なことだろうというふうに思ったので、そ

こについてはちょっとよく、この85.4キロニ

ュートンか、それまでにかなうものというの

はどういうものがあるのかというのは一応把

握をしておいていただきたいということをお

願いしておきます。 

 それとメンテナンスコストについて私はお

伺いしたんですけど、この舗装に関するメン

テナンスコストなんですね。それとあと、逆

に耐用年数というのはどのくらいなんですか

という話なんですよね。１回舗装をしても、

何回か何回か当然着陸をしていけば、当然ク

ラックなり、さっき言ったようなアスファル

トの劣化というのが当然起こってくるわけ

で、経年によるですね。だから、そこの部分

がどうなるのかということがですね。天草エ

アラインの場合も今後機材が変わって、ひょ

っとしたらスピードが上がって運行の、離発

着の回数もひょっとしたら変わってくる可能

性も出てくるわけで、そうなったときには、

この劣化のスピードも多分早くなるだろう。

そうするとメンテナンスコストも上がるだろ

う、そういう認識のもとにちょっとお尋ねし

ているんですけど。 

 

○平山港湾課長 済みません、今の御質問に

つきまして、まず滑走路の耐用年数でござい

ます。今10年を想定しているところでござい

ます。 

 先ほど説明漏れましたけど、先ほどは空港

の維持監理費でございましたけど、今回空港

設備の補修等にかかる費用でございます。そ

れにつきましては空港整備費、先ほど御説明

した資料の裏面の②のところに書いていま

す、15年間で15億円という記載――済みませ

ん①の空港維持費のところでございます。39
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億円のところに入っております。この39億円

の内訳につきましては、先ほど委員のほうか

らお話がありました滑走路等の土木設備に関

する維持費、ターミナルビル電源局舎、消防

局舎等の建物に関する補修、更新費、さらに

は気象、無線設備、電気設備、空調設備等の

機器に関する補修更新費、トータルで15年間

で39億円必要ということにしております。特

に滑走路等の土木設備につきましては、その

うち15年間で４億円の必要経費を今見込んで

おるところでございます。 

 

○大西一史委員 やっぱり15年間で４億は、

最低でもかかるということですよね。でも、

その耐用年数が10年ということであれば、今

のお話を聞いていると何か尐し、積算という

かですね、それといろいろやられているんだ

ろうけれども、その10年の根拠もある意味で

は、何回離発着するかとか、そういったこと

に基づく積み上げではないような気がするわ

けですよね。だから、その辺が大丈夫なのか

と。予算は、それは新機材に遅延なく導入で

きるような体制を空港としてもとるというこ

とは、天草エアラインにとっても、とても大

事なことだから、それに対して反対するつも

りはないんですが、きちっとしたそういう積

み上げをちゃんとしているかどうかというこ

とが、今後のやっぱり、また、機材のちょっ

とこれは調子悪かけん変わったてなったとき

に、ならまた慌ててその舗装ばし直さなんと

か、あるいは思ってた以上にその維持管理コ

ストがかかってしまうというような状況にな

ってしまうと、そこはやっぱ問題だろうとい

うふうに思うので、その辺をお聞きしたとこ

ろです。 

 答弁はもう求めませんけれども、そういう

ことをもう尐し緻密にやっぱりこうやってい

ただかないといかぬのかな。やっぱり、どう

してもちょっと天草エアラインのことに関し

ては、急にいろいろ機材の関係とかも出てく

るから仕方がないとは思うけども、やっぱり

ちょっと中長期的な視点でどうするのかとい

うのが決まらないと、なかなかこれはうまく

いかぬのかなというふうに思いますので、そ

の点はぜひよく考えておいていただきたいと

いうことをお願いしておきます。 

 

○東充美委員長 よろしいですか。 

 では、ほかに質疑はありませんか。(｢関連

で」と呼ぶ者あり）はい関連で、吉永委員。 

 

○吉永和世委員 天草空港の件ですけど、教

えてほしいんですが、ジェット機の一番小さ

いタイプで、滑走路の長さというのは大体ど

れぐらいあればいいということなんですか。 

 

○平山港湾課長 一番小さいジェット機の規

格、済みませんちょっと把握しておりませ

ん、状況としましては。現在利用している機

種あるいは今回更新の機種等を、先ほど大西

委員のほうから御指摘がありましたように、

その想定した検討だけしかやっていない状況

でございます。 

 

○吉永和世委員 何か１機のために天草空港

が利用されているような感じでしか見受けら

れないんで、できることならもうちょっと活

用の幅を広げるような検討をしてもいい時期

じゃないのかなというふうに思うので、そこ

ら辺ちょっと考えたほうがいいんじゃないの

かな。この飛行機だったら1,000メーターで

いいんでしょうけど、実際もっと活用の幅を

広げるためには滑走路も長くするとか、何か

そういう形で空港をもっと活用していくとい

う、そういった検討も必要じゃないのかなと

思うんです。今どうこうとは言いませんけ

ど、そういった考え方を持って今後対応した

ほうが。何かもったいないな、そうせぬとも

ったいないのかなという感じがするので、１

機のための空港じゃなくて、いろんな部分で
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使われるような空港というような形で検討し

ていただきたいというふうに思いますが、そ

こら辺の検討をされるとか、そういう話は全

然ないんですかね。ちょっとお聞かせいただ

ければと思いますが。 

 

○平山港湾課長 今、委員の御質問、他にも

活用できないかという御質問かと思っており

ます。 

 現在、天草空港のちょっと利用状況を御説

明させていただきますと、24年度の実績でご

ざいますけど、1,516回の着陸回数があって

おります。そのうち約91％、1,373回が天草

エアラインでございます。その他、民間セス

ナ等が143回、こういう利用状況でございま

す。 

 また現在、崇城大学のほうから訓練機等の

離発着等の利用等についての御要望が、天草

空港を利用する所管であります交通政策課の

ほうに届いておるところでございます。交通

政策課のほうからのお話でございますけど、

ニーズを十分把握した上で、そのニーズがあ

れば滑走路等の延伸等も含めて、さらには費

用対効果を含めて、そのあたりの整備につい

ては交通政策課と空港を管理します港湾課の

ほうで連携して取り組んでまいりたいと考え

ておるところでございます。 

 

○吉永和世委員 ぜひ前向きに検討いただい

て、実現していただくように頑張っていただ

きたいなと思います。それが私は一番いいの

かなと思います。 

  

○東充美委員長 じゃ、ジェット機の滑走路

の件は……。後で調べますか。 

 

○平山港湾課長 先ほどのは、調査して御報

告申し上げます。 

 

○東充美委員長 では、資料は後でお願いし

ます。ほかに。 

 

○森浩二委員 関連して。 

 この、何で今補正で出すんですかね。この

スケジュールを見ていると、来年度の当初予

算案で出せるんじゃないんですか。 

 

○平山港湾課長 今回の滑走路の補正予算

の、６月補正でお願いしました経緯をちょっ

と御説明させていただきます。 

 実は今回、使用機材につきましては天草市

のほうで５月26日機材更新の表明がなされた

ところでございます。 

 施設を整備します港湾課としましては、こ

の表明を受けての対応ということでございま

す。 

 予算につきまして、６月補正あるいは９月

補正等予算要求の時期を検討したところでご

ざいますけど、天草空港のスケジュール表

を、先ほどの資料のほうに書いておりますと

おり、新機材での訓練が８月から実施される

予定でございます。さらには新機材の運用開

始が１月を予定されているところでございま

す。舗装工事につきましては、まず設計をし

まして国のほうに構造等の協議が必要になっ

てきます。さらには工事完了後、運行上適し

た構造、品質になっているか確認の検査も必

要になってきます。実質的な工事期間は、そ

こに示したとおり11月から３月と予定してお

りますけど、先ほど御説明しました国との協

議あるいは完成後等の検査等の期間、さらに

は気象条件、雤等を考慮しまして、この時期

において予算を上程させていただきまして工

事発注することが、新機材での訓練あるいは

納入等に支障がない工程だという判断で、今

回６月議会で補正予算を上程したところでご

ざいます。 

 

○森浩二委員 飛行機は11月でしょう、納入

が。発注が来月ですか。もし、これがおくれ
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た場合どうなるとですか発注に、向こうに機

材がないとか。機材がもし途中で変わった場

合ですね。これ正式決定ですか、この機材

に。 

 

○平山港湾課長 天草市長の５月26日の表明

等の中において、新機材については想定され

る機種としまして、先ほどＡＴＲ42－600と

いう御発言、表明がありました。それを受け

ての対応をしているところでございます。 

 

○森浩二委員 もう変わるということはない

わけですね。機材が変われば全体的に変わっ

てくっとでしょう。 

 

○平山港湾課長 現時点では、先ほどの市長

からの表明を受けますと、変わることはない

と認識といいますか考えておるところでござ

います。 

 

○森浩二委員 もう一つ。この工事はどうい

うふうにしてやっとですか。夜間ですか。 

 

○平山港湾課長 今回の工事につきまして

は、天草エアラインを運行しながらの工事が

必要かと思っているところでございます。基

本的には、夜の就航後、翌朝の始発といいま

すか、その間の夜間工事を予定しておりま

す。1,000メーターの工事延長でございま

す。１日で施工できる区間を区切って、繰り

返し作業で対応したいと思っているところで

ございます。 

 

○磯田毅委員 また聞きにくいことですけれ

ども、この新機材に、新機種に変わって座席

数もふえておるということで、どういう搭乗

予想といいますか、搭乗率というとですか

ね、年間の乗客数とかなんかはどういう計画

があってますか。 

 

○平山港湾課長 今回、天草空港の利用につ

いては、今委員の御質問の内容については交

通政策課のほうで検討しております。手元に

資料を用意しておりません。後ほど確認して

回答させていただければと思っております。 

 

○東充美委員長 そういう状況でいいです

か。後でまた資料を持ってきます。それでい

いですか。 

 では、ほかに。 

 

○大西一史委員 済みません、ちょっと別件

で、47ページの専決処分のところ、県営住宅

の家賃滞納者の状況で、これはもう何回もず

っと出ているやつなので、皆さんおなじみの

ような感じになっているのかもしれません

が、今、県営住宅全体の滞納額の総額は幾ら

になっているのか教えていただけますか、家

賃の。 

 あと済みません、追加して、一番長いもの

ですね、その滞納の一番長いものと一番短い

もので大体総額とその滞納期間をちょっと教

えてください。 

 

○清水住宅課長 まず24年度の決算しかちょ

っと出ておりませんので、24年度で話します

けども、収入未済額が8,809万8,000円になっ

てございます。 

 それと一番長い滞納ですが、申しわけござ

いません、ちょっと手元にございませんの

で、後ほど委員長お許しいただければ、委員

のほうにお届けして御説明したいと思いま

す。 

 

○大西一史委員 最短はどのくらいでカウン

トしているんですか、滞納というのは。６カ

月から。 

 

○清水住宅課長 ６カ月で一応カウントして

おります。 
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○東充美委員長 じゃ、後ほどの資料提出で

よろしいですか。 

 

○大西一史委員 いや、ちょっと待ってくだ

さい。 

 

○清水住宅課長 提訴に係るやつは６カ月で

一応考えております。 

 

○大西一史委員 普通１カ月滞納すれば当

然、どこでも家賃は請求をがんがんしてくる

と思うんですが、普通の民間であれば。それ

と同じようにやっているのはやっているんで

すね。 

 

○清水住宅課長 １カ月滞納しますと、まず

御本人さんに滞納の督促状を、毎月督促状を

発送しておりまして、３カ月それでもお払い

がない場合は催告をするようにしておりま

す。最終催告を一応６カ月以上10万以上の方

にはやっておりまして、その中でどうしても

ちょっとお支払いをしていただけないような

方を提訴するというような流れになっており

ます。 

 

○大西一史委員 あとは詳しく教えていただ

ければというふうに思いますが、やっぱり平

成24年度決算で8,809万ということですか

ら、やっぱこれだけ滞納額があるというの

は、恐らくこれ民間の不動産屋とか大家さん

であれば、これをずうっとそのままというの

は、つぶれてしまうような話でありますの

で、やっぱりその督促の方法であるとか、要

は家賃の滞納を防止するためのいろんな方策

というのは、やっぱり民間の不動産の管理手

法等にならってやっぱやらなければいけない

のかなというふうに思います。今まで住宅供

給公社でも相当いろいろ苦労しながらやって

おられたというふうに私は思うんですが、今

後、住宅供給公社も将来的に廃止になって、

恐らく指定管理者なり何なり、まあどういう

形になるかわかりませんが、そういう形にな

ってくるとなれば、この辺のやっぱり滞納の

問題というのは、逆に言えばそれを引き渡す

時点できちっと、滞納がないような形を徹底

して取るという対策をやっぱり担保していた

だくということを、これはもう県民の税金と

一緒ですから、そこに関する感覚は強く持っ

ていただきたいということを要望をしておき

ます。 

 以上です。 

 

○東充美委員長 では、ほかに質疑ありませ

んか。 

 なければ、これで質疑を終了いたします。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号及び第16号から第21号までについ

て、一括して採決したいと思いますが御異議

ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○東充美委員長 御異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外６件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○東充美委員長 御異議なしと認めます。よ

って、議案第１号外６件は原案のとおり可決

または承認することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査に付することを議長に申し出ること

でよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○東充美委員長 それでは、そのように取り

計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から、報告の申し出が５件あってお
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ります。まず、報告について執行部の説明を

求めた後、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 それでは、関係課長から説明をお願いいた

します。 

 

○成富監理課長 それでは監理課のほうか

ら、報告事項の１から３を一括して説明させ

ていただきたいと思います。 

 まず、報告事項の１でございます。熊本広

域大水害関係予算の執行についてということ

でございます。 

 目的としましては、熊本広域大水害からの

早期復旧・復興を図りたいという概念でやら

せていただきたいと思ってます。 

 括弧書きに書いてますように、Ａ１、Ａ２

ランク工事の適正工期の確保と入札の不調及

び事故繰越の防止を図ることを目的としてお

ります。 

 ２の対応方針でございますけども、阿蘇地

域振興局発注の熊本広域大水害関連工事(未

契約繰越分)今年度終わらなければ、また事

故繰りになる分でございます。 

 その件につきまして、(1)ですけども、条

件付一般競争入札――大体、公告から契約ま

で約２カ月かかる競争入札方式ですけども、

適正工期の確保が難しい工事につきまして

は、指名競争入札を緊急的・時限的に適用し

たいと考えてます。 

 ①としまして、対象としましては設計金額

が3,000万円以上１億5,000万未満の工事、②

期間としましては平成26年７月１日から平成

27年３月31日までを考えております。 

 (2)Ａ２対象工事につきましても、隣接の

菊池・上益城地域の業者を加えることで考え

ております。 

 下の図を見ていただくとわかりますよう

に、まず3,000万から以上は入札方式として

は条件つき一般競争入札で現在運用しており

ます。 

 一番右側の枠囲いでございますけども、熊

本広域大水害関連工事(未契約繰越分)につき

ましては、5,500万から１億5,000万未満につ

きましてはＡ１による指名競争入札、3,000

万から5,500万につきましてはＡ２による指

名競争入札において、阿蘇地域振興局の業者

のみならず、菊池・上益城地域振興局の業者

も必要に応じて加えるという形で、早期復

旧・復興を図りたいというふうに考えており

ます。 

 続きまして、報告事項２でございます。 

 建設産業における「人材確保・育成」の在

り方検討会、第１回は５月30日に開催しまし

たので、その御報告でございます。 

 まず背景としましては、１、県内建設産業

の現状でございます。(1)で県内建設投資・

建設業許可業者数の推移ということで、ポツ

の１つ目で、県内建設投資額は約5,000億と

近年ほぼ横ばいでございますけども、ピーク

時と比べて約５割の減尐、ポツの２つ目で県

内建設業許可業者数は、ピーク時と比べて約

２割の減尐という現状がございます。 

 ２の、建設産業従事者の状況でございます

けども、業態別の県内建設業従事者の状況で

ございます。 

 まず、県内建設業従事者の業態別で見ます

と、建設業全体で平成13年から平成24年まで

で約25％の減尐となってます。青い線でござ

いまして、７万1,000人平成13年はいらっし

ゃったんですけども、今は５万3,000人余の

従事者になっております。 

 続きまして総合工事業、赤の折れ線でござ

いますけど、大体、土木、建築関係でござい

ますけども、この方々が大体４万1,000人い

らっしゃったのが今３万を切る形で、約30％

の減尐となってます。 

 一番下の折れ線ですけども、専門工事業で

大工、鉄筋、左官等でございますけども、１

万5,000人ほどいらっしゃったのが１万1,000

人と、約26％の減尐という現状になっており
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ます。 

 右側にいきまして、１－２の専門工事業、

先ほど申しました大工、鉄筋、左官の内訳で

ございますけども、一番上の折れ線が鉄骨・

鉄筋工事業従事者でございますけども、2,30

0人ほどいらっしゃったのが現在は1,300人

と、43％の減尐となっております。 

 次に青の折れ線で大工工事業関係の方は、

1,900人ほどいらっしゃったのが現在は1,200

と、35％の減尐、左官工事業につきましては

1,675人いらっしゃったのが1,080人と、約36

％という現状がございます。 

 (2)の建設業就業者等の年齢構成の推移で

ございますけども、県内建設業就業者は55歳

以上が39.5％、29歳以下が8.6％と、全国と

比べても高齢化が進行しているという状況に

なっております。 

 裏面をお願いします。 

 労務単価の推移でございます。本県の労務

単価は、平成10年から平成12年の間に約30％

の落ち込みになってます。ちょうど消費税が

引き上げられて平成不況が始まった時期でご

ざいますけども、ここで大体30％の落ち込み

になり、その後減尐傾向が続いておりました

が、平成24年からは増加に転じておりますけ

ども、まだまだそのレベルには達してないと

いう状況になってます。 

 (4)でございますけども、技術者・労務者

の求人・就職の状況でございます。 

 ポツの１つ目、技術者、労務者の新規求人

数は減尐傾向にありましたが、いずれも平成

21年に底を打ち、現在は増加傾向にありま

す。 

 ポツの２つ目としまして、就職者数につき

ましては建設労務者は増加したものの、技術

者、土木労務者は微増にとどまっている。な

お、下の表を見ていただくとわかりますよう

に、求人と求職の乖離が非常に大きくなって

いる状況にはなっております。 

 右側にいきまして、検討会についてでござ

いますけども、こういう背景を踏まえまして

(1)検討会の設置目的としまして、これまで

の公共事業費の減尐、さらには福利厚生を含

めた処遇改善のおくれなどに伴い、建設産業

従事者の離職、高齢化と若手入職者の減尐が

進んで、建設産業の担い手の確保・育成が喫

緊の課題となっております。このため、行

政、教育機関、業界による人材確保・育成の

あり方を検討するため、建設産業における

「人材確保・育成」の在り方検討会を設置し

ました。 

 (2)で、構成メンバーは行政、教育機関、

民間業界こういう方々で構成させていただい

ております。 

 (3)検討項目でございますけども、２点ご

ざいまして、人材確保の面ではまず就労環境

の整備ということで、適正な賃金水準の確保

や福利厚生の充実のためにどういうことをや

っていくか。新卒者のリクルートということ

で、工業系高等学校等との連携をして、どう

やって入職者をふやしていくか、あと高齢

者、女性、外国人労働者の活用について、ど

うやってやっていくかというような点を検討

していきたいというふうに思っております。 

 ２つ目の丸の人材の育成でございますけど

も、技術者の育成につきましては専門教育機

関の確保。現在、熊本大学には土木系の学科

はございますけども、崇城大、東海大では土

木系学科の応募が打ち切られておりますん

で、そういう専門教育機関の確保をするには

どうしていくか、また資格取得への支援をど

うしていくかということを考えたいというふ

うに思ってます。 

 同じく技能者の育成につきましても、職業

訓練施設の充実、連携、この辺についても検

討していきたいというふうに思ってます。 

 (4)検討会の今後の進め方でございますけ

ども、第１回を５月30日に現状の整理と検討

会の進め方、アンケート項目についてお諮り

をしました。 
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 今後、生徒、業者のアンケート調査をしま

して、第２回検討会を７月下旪に予定してお

ります。アンケート結果の報告をここの中で

やり、人材の確保・育成に係る課題の整理を

していき、第３回８月下旪におきましては、

検討会の委員や関係団体との意見交換をしな

がら、８月下旪におきまして対応策の具体

化、基本的な方向性の確認をしまして、右側

にいきまして、９月下旪には今後のあり方に

ついての中間取りまとめをしたいと思ってま

す。第５回、第６回におきまして、大体今後

のあり方についての最終の取りまとめを予定

しております。 

 本委員会におきましても、この検討状況に

つきましては適宜報告をしたいというふうに

思っております。 

 その第１回の委員会の中で出た意見を、４

点ほど御報告したいと思います。 

 まず、専門工事業団体からは、昨年からよ

うやく求人が出せるようになった、労務費が

上がったというが実感はない、若手を雇って

いくためにも、この会議がうまく機能してい

くことを希望するというような意見をいただ

きました。 

 九州測量専門学校からは、現在、高校を訪

問しているが、求人はふえているという感じ

はしているが、実際に行く人は尐ない、生徒

は求人票を見て、待遇が悪いのでなかなか行

かない、根本的には待遇をよくしていかなけ

れば解決しないというような意見もいただい

ております。 

 また、建設業協会のほうからは、ここ１年

ぐらいで本腰を入れてやらなければ間に合わ

ないのではないか。特に専門工の職人たちは

本当に追い込まれているという意見をいただ

いてます。 

 技能士会からは、地域は地域でやっていか

なければいけない、国に頼っているようでは

だめだというような意見もいただいてます。

以上、紹介しておきます。 

 最後でございますけども、報告事項３でご

ざいます。 

 建設業法等の一部を改正する法律と品確法

ということで、建設関係３法が改正になって

おります。その状況を御報告いたします。 

 まず、建設業法等の一部を改正する法律が

平成26年６月４日に公布されています。同じ

く入契法、右側にちょっと小さい字で書いて

ますが、公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律、以後入契法と呼ばせてい

ただきますが、これも６月４日に公布されて

おります。 

 背景としましては、近年の建設投資の大幅

な減尐により受注機会の競争の激化により、

ダンピング受注や下請企業へのしわ寄せが発

生ということで、これが原因で右側の矢印で

すけども、離職者の増加、若年入職者の減尐

等による将来工事の担い手不足等が懸念され

るようになっていると。 

 丸の２つ目ですけども、維持更新時代の到

来に伴い、解体工事等の施工実態に変化が発

生しているということで、維持更新時代に対

応した適切な施工体制の確保が急務というこ

とになってます。 

 こういう建設工事の適正な施工とその担い

手の確保が喫緊という課題を解決するため

に、まず概要の欄でございますけども、ダン

ピング対策の強化と建設工事の担い手の確保

というところでございます。 

 まず、①でダンピング防止を公共工事の入

札契約適正化の柱として追加、②で公共工事

の入札の際の入札金額の内訳の提出を義務づ

け、発注者はそれを適切に確認と、そういう

ことによりまして、右側ですけども、見積も

り能力のない業者や最低制限価格で入札する

ような事態を排除、談合の防止、手抜き工事

や下請へのしわ寄せを防止ということにつな

げていくと。 

 ③で、建設業者及びその団体による担い手

の確保・育成並びに国土交通大臣による支援
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の責務を明記ということで、これによりまし

て業界による自主的な取り組みを促進するこ

とにより、建設工事の担い手の確保・育成を

推進するということにつなげていくというこ

とでございます。 

 下の枠でございます。維持更新時代に対応

した適正な施工体制の確保ということで、④

建設業の許可に係る業者区分を約40年ぶりに

見直し、解体工事業を新設ということで、右

側ですけども解体工事について事故を防ぎ工

事の質を確保するため、必要な実務経験や資

格のある技術者を配置していくということで

ございます。 

 ⑤公共工事における施工体制台帳の作成・

提出義務を小規模工事にも拡大ということ

で、これによりまして維持・修繕等の小規模

工事も含め、施工体制の把握を徹底すること

により、手抜き工事や不当な中間搾取を防止

すると。 

 ⑥建設業許可に係る暴力団排除条項を整備

するとともに、受注者が暴力団等と判明した

場合に、公共発注者から許可行政庁への通報

を義務づけるということで、これによりまし

て建設業・公共工事から暴力団排除を徹底し

ていくということになっております。 

 後ほど説明します品確法の改正と入札契約

制度の改革と一体となって、現在及び将来に

わたる建設工事の適正な施工とその担い手の

確保を実現していくということになっており

ます。施行日は、記載されているとおりでご

ざいます。 

 裏面をお願いします。 

 こちらは通称品確法と言われる公共工事の

品質の確保の促進に関する法律の一部を改正

する法律です。これは平成26年６月４日に公

布・同日施行となっております。 

 背景としましては、同じようにダンピング

受注、行き過ぎた価格競争、現場の担い手不

足、若年入職者の減尐、発注者のマンパワー

不足、地域の維持管理体制の懸念、受発注者

の負担増大ということで、目的はインフラの

品質確保とその担い手の中長期的な育成・確

保ということで、下の改正のポイントⅠで目

的と基本理念の追加ということで、目的とし

ましては、現在及び将来の公共工事の品質確

保、公共工事の品質確保の担い手の中長期的

な育成・確保が促進されると。 

 基本理念としては、大体６点ほどが追加さ

れてます。 

 発注者の責務と重なる部分がありますん

で、改正のポイントⅡの、発注者の責務の明

確化ということの欄を見ていただけますでし

ょうか。 

 まず、１つ目の丸ですけども、担い手の中

長期的な育成・確保のための適正な利潤が確

保できるように、市場における労務、資材等

の取引価格、施工の実態等を的確に反映した

予定価格の適正な設定。 

 丸の２つ目で、不調、不落の場合等におけ

る見積もりの徴収。 

 丸の３つ目が、低入札価格調査基準や最低

制限価格の設定。 

 丸の４つ目で、計画的な発注、適切な工期

の設定、適切な設計変更。 

 こういうことを、しっかり発注者がやって

いくことによって、効果として最新単価や実

態を反映した予定価格を設定して、また、い

わゆる歩切りを根絶していくと。最低制限価

格を設定することによってダンピング受注を

防止していくというような効果を上げていく

ということになっております。 

 一番最後の枠でございますけども、改正ポ

イントのⅢで、多様な入札契約制度の導入・

活用ということで、法律に明記されておりま

す。 

 まず、技術提案交渉方式というのは、民間

のノウハウを活用して、いろいろ大規模工事

などにおいて、いろいろな民間のノウハウを

活用して、それで価格交渉をしていくような

契約方式を導入できるような形になってま
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す。 

 丸の２つ目、段階的選抜方式ということで

ございますけども、これもある程度大型工事

におきまして、第１段階で企業の客観的な施

工の実績とか技術者の資格とか、そういう客

観的手法でまず選抜をして、第２段階で技術

提案や施工計画を求めて選抜していくという

ような段階的な選抜方式も法律で明記されて

いる状況でございます。 

 丸の３つ目が、地域社会資本の維持管理に

資する方式ということで、現在、道路の維持

管理とか除草関係につきましては、それぞれ

個別に出してますけども、それを共同で受注

できるような仕組みをつくってはどうかとい

うようなことが明記されてます。 

 あと最後の丸でございますけども、若手技

術者・技能者の育成・確保や機械保有、災害

時の体制等を経営事項審査や総合評価の中で

評価していくようなことを考えていくという

とも明記されてます。 

 以上のように、最後の枠ですけども、法改

正の理念を現場で実現するために、国と地方

公共団体が相互に密接な連携を図りながらや

っていくと。具体的には、それぞれ意見を聞

きながら運用指針をことし中か今年度中に作

成するというような状況になってます。 

 以上でございます。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 報告事項の４、熊本県道路メンテナンス会

議の設置について御報告いたします。 

 道路メンテナンス会議は、去る４月14日に

社会資本整備審議会道路分科会から国土交通

大臣に建議された道路の老朽化対策の本格実

施に関する提言書の中で、地方公共団体の取

り組みに対する体制支援として提言されてお

ります。 

 これを踏まえ、九州地方整備局と県は連携

して、県下45市町村へ呼びかけ、先月５月29

日に熊本県道路メンテナンス会議を設置いた

しました。 

 まず、この会議の目的は、１の(1)に記載

のとおり、県内の道路管理者等が相互に連絡

調整を行うことにより、適切な道路構造物の

保全を行い、円滑な道路管理の促進を図るこ

とです。 

 主な所掌事項、組織については(2)、(3)に

記載のとおりですが、この会議にはオブザー

バーとして熊本県建設技術センターと九州旅

客鉄道株式会社に参加していただいておりま

す。 

 次に２の、第１回熊本県道路メンテナンス

会議の概要について説明します。 

 ２の(1)の、道路メンテナンスに関する国

からの話題提供では、道路インフラの老朽化

が進展している事例の紹介、その他、老朽化

対策に関する国の支援策の紹介など、道路メ

ンテナンスに関連する各種の情報を市町村な

どへ紹介し、情報を共有しております。 

 (2)の議題と内容についてですが、１ポツ

目の熊本県の取り組みについては、①の熊本

県管理道路における老朽化対策の状況とし

て、道路ストック総点検の実施状況と維持管

理計画の策定状況を紹介しております。 

 また②の熊本県道路技術アドバイザー制度

については、県が市町村道の維持管理に関し

て専門的視点から技術支援を行う制度を創設

していることを紹介しております。 

 ２ポツ目の、熊本県内による支援体制につ

いては、九州地方整備局と県が連携して相談

窓口を設置するなど、市町村への技術支援体

制について紹介し、情報を共有しておりま

す。 

 ３ポツ目の、道路の老朽化対策に係る市町

村の課題については、市町村から予算不足、

職員不足、技術者不足などの市町村の抱える

課題について、多数の意見が出ております。 

 最後に３の、今後の取り組みとしては、各

道路管理者間で情報共有に努め、市町村の課
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題等の解消に向け取り組むこととなりまし

た。 

 以上で、報告を終わります。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 報告事項５について御説明します。 

 水俣湾環境対策基本方針に基づき、平成25

年度に実施いたしました水俣湾の環境調査結

果及び水俣湾埋立地の点検・調査結果につい

て御報告いたします。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 まず１、水俣湾の水質及び魚介類等の水銀

調査結果についてでございます。 

 (1)に調査の趣旨を記載しておりますが、

水質、底質、地下水、魚類及び動物プランク

トンの５項目について、水銀含有量等の調査

を実施しております。 

 調査場所につきましては、資料の３ページ

に調査位置を地図上に示しておりますが、水

質については湾内２地点で年４回、底質につ

いては湾内３地点で年１回、地下水について

は埋立地周辺の２地点で年２回、魚類及び動

物プランクトンについては、湾内において年

１回調査をいたしました。調査結果につきま

しては、１ページの(3)に記載しております

が、水質及び地下水とも全地点において総水

銀は検出されませんでした。また底質の総水

銀については、表に記載したとおり３地点と

も水銀を含む底質の暫定除去基準値である25

ppmを下回っておりました。 

 ２ページをお願いいたします。 

 魚類については、２魚種ともに魚介類の水

銀の暫定的規制値である総水銀0.4ppmかつメ

チル水銀0.3ppmを下回っておりました。 

 また動物プランクトンについては、平成24

年２月に例年より高い値が見られましたが、

有識者の評価によりますと、許容範囲内とい

うことでした。なお、その後の調査では大き

な変動はあっておりません。 

 (4)今後の対応につきましては、本年度も

引き続き５項目の調査を実施することとして

おります。 

 次に２、水俣湾埋立地の点検・調査結果に

ついて御報告します。 

 資料の４ページをお願いいたします。 

 この点検調査は、水俣港埋立地管理保守マ

ニュアルに基づいて、平成13年度から毎年実

施しており、平成25年度は10月から11月にか

けて実施しました。 

 調査内容につきましては、(1)埋立護岸前

面の水質調査、(2)埋立地内の地盤調査及び

(3)構造物の変状調査の３項目でございま

す。 

 水質調査の位置については、５ページの航

空写真を示しておりますが、白い丸印で示し

ておりますのが、水質調査の採水位置でござ

います。埋立護岸の前面で６地点の海水中の

水銀濃度を調査することによって、護岸から

の水銀流出の有無を判断しようとするもので

ございます。 

 今回の水質調査の結果では、護岸前面の海

水中から水銀は検出されておりませんでし

た。 

 次に埋立地地盤調査ですが、赤と黄色く着

色しているエリア内において地盤の標高を測

量し、過年度の測定値と比較しながら地盤の

変動状況を把握しております。 

 今回の調査結果では、地盤の異常な沈下及

び陥没等は見られませんでした。 

 次に構造物変状調査ですが、青い線で示し

た部分の埋立地を囲んでいる外周施設及び百

間、明神、汐見の排水路を対象に変位の観測

及び目視による劣化、損傷等の変状調査を行

いました。 

 今回の調査結果では、各施設とも構造物本

体の安定に影響し、水銀を含む土砂の流出に

つながるような変状は確認されませんでし

た。 

 以上、平成25年度に実施いたしました点

検・調査結果について御報告いたしました。 
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 今後とも、構造物の劣化の進行状況に注意

しながら、埋立地の管理に万全を期してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○東充美委員長 以上で報告は終了しました

ので、これから質疑を受けたいと思います。

委員の皆様、質疑はありませんか。 

 

○大西一史委員 ２つありまして、１つは建

設産業の人材確保で監理課長のほうからも御

説明があったものですけれども、非常にこれ

は今のデータを見ても、建設業就業者の年齢

構成が極めて熊本県は飛び抜けて高齢化が進

行し、なおかつ若手が非常に尐ないというよ

うなこの状況で、かなりバランスが悪くて、

全国的にもかなりこれは厳しい状況だろうと

いうふうに思います。 

 そういう中でいろいろと技術者、労務者、

技能者あたりの養成ということをいろいろ業

界でもされているというふうに思うんです

が、この中の裏面の支援内容ですね、いろい

ろな検討されてて、検討会の中で支援内容を

見ますと、入札契約制度改革というのがある

んですが、これはどんなことが考えられるん

でしょうか。 

 

○成富監理課長 現時点では左側の就労環境

の整備ということで、適切な賃金水準の確保

というところで、先ほども３法改正でいろい

ろ御説明しましたけども、やはり適正利潤の

確保が、非常にダンピングが起きてまして、

その結果適正利潤が確保できずに、それが労

務賃金が下がってきた原因かどうか、一つの

原因となってますんで、まず入札契約制度の

中でまず適正利潤が確保できるように、まず

予定価格をしっかりまず設定すると。これは

設計価格は国・県、特に市町村も含めてまず

設計金額をしっかり設定するような仕組みを

まずするようにしないといけない。 

 次は、最低制限価格を、今おおむね90％で

国とか県は設けているんですけども、管内市

町村を見ますと、まだ最低制限価格がそれよ

りないところもあります。そういうのがある

と、またダンピングになって、そのしわ寄せ

が適正利潤が確保できずに労務者の賃金に反

映していくということになりますんで、まず

最低制限価格を設けるとか、また歩切りもち

ょっと実態がまだきれいに把握はできてませ

んけども、歩切りの実態も調べまして、そう

いうのを総合的にまず市町村と連携しながら

見直していくことによって、そういうことの

入札契約制度の見直しをまずはやっていかな

いといけないかなというふうに思ってます。 

 以上です。 

 

○大西一史委員 今いろいろ、そういうダン

ピングの防止であるとか最低制限価格の設定

を全市町村あたりでもきちっとやるとか、そ

ういった尐し具体的な話も出てきました。 

 やっぱり、この技能者を使うその企業とい

いますかね――を、ある程度やっぱりインセ

ンティブを与えるということをしなければ、

例えば県内の職人さんを使うんであれば、こ

のくらいポイントが高くなって、例えば有利

になりますよとか、そういう仕組みが直接的

にないと、なかなか元請側の人も、やっぱり

職人さんを使おうと思っても、これだけ、だ

って労務単価がこの市況全体の、全国の状況

によってやっぱり変わってくるというふうに

なってくると、なかなかこれは簡単には雇え

ないし、その若い人たちもやっぱり仕事があ

るほうに行くんですよね。高いほうに行くん

ですよ、当然のことながら。私も学生時代、

建設現場でアルバイトしてましたから、それ

は毎日見ながら高いほうに行ってましたよ。

やっぱ、そういうものですよね。 

 で、やっぱり技能者を使う企業をある程度

やっぱりそういう意味では優遇して、しかも

県内でそれがある程度回っていくような環境
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をつくってあげるというのはやっぱ大事なん

で、そこは政策的な入札契約制度の改革とい

うのがやっぱ必要だと。一時期のようにやっ

ぱりかなり建設業に関してもそうなんですけ

れども、取りあえず徹底的に安いほうがいい

んだということでやってきましたよね。だけ

ど、やっぱ結果的にしわ寄せとしてこうやっ

て一番弱いところにしわ寄せがくるんです

ね。じゃ、そのゼネコンとか元請が悪いかと

いったら、そうでもない。大手のゼネコンは

別としても県内の建設業でも、結構大きい企

業さんでお話聞いても、資金繰りはものすご

く大変なんですね。やっぱり建設業は先行き

が見えないということで、やっぱり金融機関

もかなりシビアなので、どっちかといった

ら、もうそこから解放されたいというような

本音をおっしゃるんですね。これだけ発注量

が出てても、やっぱりそういうことをおっし

ゃるところが非常に多い。そう考えると、や

っぱこの入札契約制度改革というのはかなり

急いで、しかも当然余りにも高い値段でやれ

というのは、それはおかしい話なのであれな

んですが、やっぱり適正利潤というのはなか

なか考え方が難しいんですが、そこできちっ

とした制度をやっぱりして、要は先行きが見

えれば人も雇える、人も使える、そして人も

そこで働こうと思うんです。先行きが見えな

いから、こういう状況に陥っているんだとい

うことをやっぱり強く認識していただきたい

というのが１つ。 

 それともう一つは、これ技能者の養成で、

私もいろんな技能士会とか何とかの幾つかの

顧問をしてますからあれなんですが、今から

先は一人で何役もできるような技能を持つ多

能工というんですかね、こういう人を養成し

ていくということもやっぱり大事なことじゃ

ないかなと。１つの技術に非常に優れた人も

おれば、やっぱり２つ、３ついろんなことを

こなせるよというような人を養成していかな

いと、これだけ、だって尐子化も進み、そし

て若い人たちが育っていないという現状を考

えると、やっぱりそこら辺についての検討も

やっぱり私は必要だというふうに思いますの

で、その辺についての改善をぜひやっていた

だきたい。これは答弁ではなくて要望という

ことで、ぜひお願いをしたいということで

す。 

 不足しているのは、何もこれ技能者だけじ

ゃなくて、現場管理者とかそういったのもか

なりやっぱり不足しているんですね、いろい

ろ聞いてみると。だから、そういう意味では

本当に受注するその建設業のほうがやっぱり

本当、技術と経営にすぐれたという体制をど

うつくれるかということを、やっぱ安定的に

仕事がある程度はできる基礎的な体力を持て

るような体制をつくっていただくということ

がやっぱり重要だろうというふうに思います

ので、そういう面でぜひ努力をしていただき

たいということをお願いしておきます。 

 それともう一つ、道路メンテナンス会議に

ついては、さきの委員会で質問して、すぐこ

れ設置していただいて、こうやって会議もし

ていただいたということで、本当に素早い対

応に感謝申し上げますけれども、やっぱりこ

の市町村の課題あたりで見ても、予算不足、

職員不足、マンパワー不足ですね、技術力不

足ということが課題として出ているというこ

とですから、やっぱりここの辺の問題は重要

だなというふうに思います。前、道路保全課

長ともちょっと別件でいろいろお話しする中

でも、やっぱり建設は国と地方の仕事なんだ

けど、維持管理というのはもっぱら地方の仕

事になっている。そういう意味では、これち

ょっと聞いたところによると、やっぱり予算

的な規模も足りないということになってくる

ということになると、やっぱりその辺に対す

る対応が必要なんだというふうに思います

が、今後やっぱりこの道路メンテナンスに対

するそういう予算的な措置が重要になってく

るんじゃないかなというふうに思うんです
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が、その辺の認識をちょっとお聞かせくださ

い。 

 それともう一つ、点検だけだと、点検とか

そういう道路のメンテナンスには起債が充当

されないというようなことをちょっと聞いた

んですけれども、その辺がどうなっているの

かですね。国の制度上の制約の問題というの

もあるというふうに思いますので、その辺を

聞かせてください。 

 

○高永道路保全課長 メンテナンスに対する

予算措置についてでございますけども、市町

村のメンテナンスにかかる経費が一体どのく

らいなのかというのは、市町村もまだわから

ないだろうと思います。先月の委員会でも報

告いたしましたけども、道路ストックの点検

がまず行われて、橋梁についてはおおむねで

き上がっておりますけど、その他については

でき上がっておりません。 

 そういうことで、そういうやれてない点検

等について早急にやってもらうように支援し

ながらいくんですけども、そうすることでど

のくらいメンテナンスに予算がかかるのか実

態がわかると思います。今の市町村の財政の

規模あたりは市町村によってそれぞれ違いま

すので、今後継続してメンテナンス続けてい

くために、どうしたら市町村の財政措置がで

きるのか、市町村にまずは考えていただかな

ければならないと思いますので、考えていく

中で今後どうしていくか、市町村と一緒にな

って考えて支援していきたいとは思っており

ます。 

 点検について３月末に省令が改正になりま

して、近接目視で点検が義務づけられまし

て、かなり点検に費用がかかるようになって

きております。 

 ということで、この点検費用については今

交付金あたりで補助がきておりますけども、

その裏負担についての起債の充当が、点検だ

けについては今認められておりません、点検

だけはですね。工事に伴うものについては、

国のほうでも努力されまして認める方向で進

んできているみたいですけども、これにつき

ましては地方財政法の制約がございます。建

設事業ではなくて点検だけについては、起債

が充当できないということになっております

ので、この辺についてはこのメンテナンス会

議を通じて地方の声を、財政的に非常に厳し

い地方の声を届けて、何とか改善していただ

くようにお願いしていきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○大西一史委員 一応、状況はよくわかりま

した。道路メンテナンス会議はまだ第１回目

ですから、これからいろいろと議論がされて

いくというふうに思いますが、特にやっぱり

規模の小さな町村ですね、ある程度の規模が

ある自治体は何とか対応できるのかもしれま

せんが、そういう意味ではある程度集約をし

て、例えば県がそういう維持管理について

も、委託を受けるのかどうなのか、ちょっと

わかりません。どういう形があるのかはわか

りませんが、広域本部とかあるいは地域振興

局というのがしっかりあるわけですし、そこ

にやっぱり人材もあるわけですから、やっぱ

りそういったものを活用しながら広域的にや

っぱり今からこの市町村の道路のメンテナン

スあたりも、県が共同しながら役割を担って

いくというような考え方も私は必要ではない

かなというふうに思っていますので、そうい

った検討も含めてですね――それは一義的に

は市町村がやるべき話ですよ、もちろん。だ

けれども、その辺についてもこのメンテナン

ス会議等々で現実的な対応として考えていた

だければというふうに思いますので、要望し

ておきます。 

 以上です。 

 

○東充美委員長 ほかに質疑はありません
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か。 

 

○緒方勇二副委員長 建設産業における「人

材確保・育成」の在り方検討会について先ほ

ど大西委員のほうからも多能工とか、いろい

ろ要望がございましたが、基本的に、このグ

ラフとかいろいろ出していただいているんで

すが、要は労務単価が上がったとか、そして

この民間の委員さんの声の紹介の中に、例え

ば労務単価は上がったけども実感がないとか

いう声があったということでしたけども、基

本的に技能者という定義は、就業日数でいけ

ば年間、例えば農業であれば、専業農家であ

れば150日とか言うじゃないですか。技能士

っていう定義、まずそれが１点ですね。 

 それから、問題は月就業日数なんですよ

ね、もろにそれが返ってくると思うんです

ね。現場で考えれば、入札制度やいろいろい

じっていただいても、結局労務単価が上がっ

て月に10日しか働かないとか。そういうこと

が今までずうっときたわけでしょう。この

(3)番の労務単価の推移の中で一番公共投資

が減ってきた中で、労務単価も下がりに下が

ってきたときに、一体月にすればどれだけ働

いたのか、この数字が出てないんですよ。だ

から、ここで改善をされて労務単価が上がっ

てきましたといったときに、昔のいい現場代

理人あるいは主任技術者のモデル的な人は、

段取り１番、仕事が２番でしょう。要は、ど

んだけ働かせるかなんですよね。そこが反映

されてきてないから、魅力のない産業になっ

てしまったというのが実態で、先ほど仕事が

あるところにみんなが行ってしまいますよと

いうのが、それが実態だと思います。 

 それから多能工の話でいけば大工さんと

か、例えば会社によってはですよ、異業種に

参入をして、林業であるとか農業であるとか

買い物支援の配達をしてあげるとか、いろん

なことに取り組もうとしているわけですよ

ね。そういう取り組みに対しての支援とか支

援のあり方、この入札契約制度改革を支援で

やられるということですけども、要は異業種

への参入とかですよ、もっと地域の多様な担

い手をつくる上でも非常に技能士さんあた

り、技術者さんあたりの育成が求められてい

ると思うんですけども、地域を支える上でで

すよ。そうしたときに、月にどれだけ働いて

いるか、年間で240日ぐらい働いているのか

なという心配をするわけですよ。月20日働い

たときですよ。例えば、一番如実な例が、こ

の専門工事業の従事者の推移の中で鉄骨・鉄

筋工事業てありますよね、本当に花形の職種

で、現場熔接でも何でもする、あるいはそう

いうことをしても、労務単価は高くても実際

雤降ったら熔接も何もできぬわけですから、

多分現場は公共事業であれば、きょうは風速

が何メーターでもう仕事はストップ、あるい

は雤でストップ、そういうときに所得保障じ

ゃないけども抱える人たちの直営で、業者を

抱える会社が評価される時代にもう切りかえ

ないと、ただ経営不振の点数を上げるためだ

けに人数を減らして最低限でやるというよう

な、そんなふうなやり方からは大きくもう振

ってですよ、そうしないと農業従事者がよう

やく底でとまってきた状態の中で、今度はこ

れが大問題になってくると思うんですが、今

いろいろ言いましたけど、課長さんあたり、

どなたか何かお考えがあればですよ、私は技

能者の雇用はですね、多分月どんだけ働くか

だと思いますよ。 

 

○成富監理課長 技能士が月どのくらい働い

ているかという、済みません、そういう統計

は今までも取ってないもんですから、ちょっ

と実態的な把握はしてないのが実態でござい

ます。 

 基本的に、そういういろいろな御意見を聞

いているときには、やっぱり発注機関として

そういうお話を聞きます。年間どのくらい働

き、なかなか働かない期間もあるというお話
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もいろいろ聞いてますんで、発注者がいつも

求められているのは平準化をしてくれという

ようなお話もしっかり聞いてますんで、その

辺に向けてもしっかり、まずはそういう点を

しっかりやっていきたいというふうには思っ

てます。 

 

○緒方勇二副委員長 済みません。月にどん

だけ働くかというたとき、要は現場に出かけ

ました、公共事業であれば、きょうはもう現

場ストップですと言われたときに、仕事にあ

ぶれるわけですよ。そういうところを何とか

見てあげるようにしてあげないと、単純に市

場単価で契約がされたりとかで、労務単価は

上がってもなかなか実感が進まない。なおか

つ月で10日ほどしか働いてないとか、これは

若者はなかなか魅力ないですよ。何かそこ

に、こう手当てをしてあげるような光を当て

るような施策をしないと、魅力ある産業には

今後ならないと思いますけど。もう、これは

要望でいいですけど。 

 

○猿渡土木部長 今、検討会をやっている

と、１回で終わりましたということで説明が

あったと思いますが、確かにここに人材の確

保の中に、適正な賃金水準の確保というのは

あるんです。で、委員がおっしゃいましたそ

の、じゃどれだけ働くのかという視点がこれ

に入っていたのか入ってなかったのかわかり

ませんが、そういう視点も含めて今後のこの

検討会議の中で議論していきたいなというふ

うに思います。 

 以上です。 

 

○緒方勇二副委員長 済みません、これは要

望でいいですけど、ぜひ月別で技能者の方の

就労日数を調べていただきたいと思うんです

ね。そういうことは要望しておきます。 

 

○東充美委員長 じゃ、ほかに。(｢ないな

ら、私が」と呼ぶ者あり）前川議長。 

 

○前川收議長 済みません、傍聴させていた

だきながらさまざま議論をさせていただい

て、いろんな意見を聞きながら感じたことで

すけど。 

 まず第１点は、熊本広域大水害の予算執行

についてということで、別紙の資料で報告事

項をいただいております。未契約繰越分とい

う、いわゆる行政の会計システムの中におい

ては非常に大きな事故繰りというものがあっ

て、それをちゃんと解決していく前提の中で

が一つ。 

それともう一つ、もっと大きな部分は、現

に被災者がいらっしゃってまだ災害復旧が終

わってないというこの現状を照らして考えれ

ば、今回のようなより柔軟な、発注制度を柔

軟に変えていくということは、とてもいいこ

とだと思っておりますので、そういう視点は

しっかり持って頑張っていただきたいという

ふうに思います。これでだめなら、またこの

次だって考えますよということを、私は個人

的には直接、随契ででもいいんじゃないかと

いうぐらいのですよ、それはやれるやれない

は別として、そのくらいの感覚は持っている

んですけれども、そういうふうにより柔軟

に、常に被災者の皆さん方の立場を考えて、

早く安心できる復旧をしていくといいうこと

にぜひ努めていただければというふうに思っ

てます。 

 それから今お話にもありましたけれども、

そもそも予算の単年度主義というのがあっ

て、これは私は繰り越しの話なんかも、去年

の決算委員会の中では各部局で言ってきたん

ですけど、やっぱり戦略的に考えてやってほ

しいと。というのは、年度末にぐうっと集中

してしまう国家予算というのがあって、会社

を経営する側から見れば平準化が図られてな

いという現況にあるのは予算単年度主義だと

いうことだと思ってます。 
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 今回のいろんな答申の中にも複数年契約と

かそういうのもありますし、会計法も今の現

状の中で考えても、例えばゼロ県債等々を発

行しながら、早く発注していくという方法も

あります。多分、会社経営側から見れば、中

長期では需要計画がどの程度あるのかという

のが多分ほとんど見えない産業ですね。公共

事業に依存度がとても高い中で、これからあ

と10年間、例えば県はどの程度、毎年平準的

に投資していきますということがわかります

かというと、わからないですね。国もわから

ないですね、市町村ももちろんわからない。

そういった中で経営計画をつくっていくとい

うのは非常に難しいでしょうし、そういう部

分は災害とか特殊な要因がぽんと生まれたと

きは別としても、やっぱりある程度は維持も

含めて年間の計画というんですかね、中長期

で５年とか10年ぐらいのスパンで、こういう

計画で県においてはそういった公共需要があ

りますというような形を言っていかないと、

なかなかやっぱり人を抱えろと言われても抱

えきれないリスクが大きいという部分もある

というふうに思います。 

 それから緒方委員がおっしゃってた部分で

は、例えば労務者の皆さん方が、給与体制と

すれば日給月給制度、もしくは時給月給制度

というのが実態ですよね。県は経営審査とい

うのはちゃんとやってて、経営審査の加点要

件の中に、点数の中に、いわゆる技能労務者

を常雇い、つまり月給でちゃんと、仕事がな

くても最低幾らですよという皆さんと一緒で

すよね。そういった月給制度で雇っている会

社に対しては加点をしますとかという、そう

いったインセンティブをぼんと出していけ

ば、私は尐しは変わってくるんじゃないかな

というふうに思いますので、そういう部分も

含めてしっかり検討してもらえればありがた

いというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 御答弁は多分ないでしょう。 

 

○東充美委員長 よろしいですか。 

 じゃ、肝に銘じて要望という形にしたいと

思います。 

 ほかに質疑ありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○東充美委員長 質疑なしという声がありま

すので、なければこれで報告に対する質疑を

終了いたします。 

 次に、その他では何かありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○東充美委員長 なければ、以上で本日の議

題は全て終了いたしました。 

 最後に、要望書が２件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付いたし

ております。 

 次回の委員会につきましては、８月８日午

前10時から予定をいたしております。 

 なお正式通知につきましては後日文書で行

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして第３回建設常

任委員会を閉会いたします。 

  午前11時38分閉会 
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